
令和　７年　２月１９日

共立建設（株）

渋谷区道玄坂１－１６－１０

Ｒ５国道２０号八王子南ＢＰ寺田地区改良その２０工事

東京都八王子市館町地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　６年　４月１５日

工 期 (至) 令和　７年　２月２８日

　２８２，７００，０００円（税込み）

＋　４１，２５０，０００円（税込み）

　３２３，９５０，０００円（税込み）

１．道路土工
　　　現地調査の結果、法面整形工を数量精査（増）する。
２．法面工
　　　現地調査の結果、植生工を数量精査（減）する。
３．階段工
　　　現地調査の結果、取付道路から機能補償道路を通行する歩行者に必要な階段工
　　について増工する。
４．防護柵工
　　　関係機関と協議の結果、施工した機能補償道路の安全な通行を確保するため、
　　防護柵工を追加する。
５．樹木植栽工
　　　取付道路を施工した結果、撤去した既存樹木を復旧するため、樹木植栽工を
　　追加する。
６．道路付属物工
　　　関係機関と協議の結果、施工した機能補償道路に設置する道路付属物工を
　　追加する。
７．構造物撤去工
　　　現地調査の結果、ブロック積工に支障となる構造物撤去工を追加する。
８．樹木伐採工
　　　現地調査の結果、取付道路の施工に伴い支障となる既存の樹木を撤去したため
　　樹木伐採工を追加する。
９．仮設工
　　現地調査及び他工事と調整した結果、工事用道路工を追加し、水替工、仮水路
　工について数量精査（増）する。
１０．共通仮設費
　　　１）仮設工の施工に伴い、仮設材に関わる運搬費を追加する。
　　　２）ＩＣＴ活用工事の適用に伴い、活用効果に関する調査や施工モニタリング
　　　　　調査等を追加する。また、遠隔臨場の実施工事の適用に伴い、遠隔臨場
　　　　　システムに要する費用について、技術管理費を追加する。
　　　３）現場環境改善として快適トイレを設置したため、営繕費を追加する。

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

道路土工　１式、法面工　１式　階段工　１式
防護柵工　１式　樹木植栽工　１式　道路付属物工　１式
構造物撤去工　１式　樹木伐採工　１式　仮設工　１式

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

（第3回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所


